


入院中のお願い

お支払いについて

出産育児一時金直接支払制度について

出産育児一時金とは、加入している健康保険から最低４２万円出産費用が給付されるものです。
健康保険の被扶養者または被保険者かつ 妊娠４ヶ月以上で出産された方が対象です。

妊婦の方がご加入されている医療保険者に、当院が妊婦に代わって出産一時金を請求いたします。
これによって、窓口で出産費用の一部を立て替えずに済むようになります。
この制度を受けない場合は、個人の請求に基づいて出産後に支払われます。詳しくは、受付にてお尋ねください。

出産育児一時金とは . . .

出産育児一時金  直接支払制度とは . . .

精算時間 : 

精算します。休日にご退院の方 : 

クレジットカード・デビットカードのお支払いも可能です。
お支払いをキャンセルされる場合、手数料（前納金額の２％）を申し受けます。


